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屋 井 工 業 団 地 分 譲 要 領 

 
１．分 譲 用 地 

 所   在   地  岐阜県本巣市屋井 

 全 体 面 積   １２３，５００㎡    （３７，３５８坪） 

 第１区画    １７，６００㎡     （ ５，３２４坪） 

 第２区画    １９，１００㎡    （ ５，７７８坪） 

 弟３区画    １９，３００㎡    （ ５，８３８坪） 

 第４区画    １０，７００㎡    （ ３，２３７坪） 

 第５区画    １５，３００㎡    （ ４，６２８坪） 

 

 分譲予定区画 

 第６区画    ４１，５００㎡    （１２，５５３坪） 

 

 分譲予定価額        ２５，１００円／㎡   （８３，０００円／坪） 

 ※ 区画について分割、統合も相談に応じます。 

分譲予定価額においては上限です。 

 

２．申し込み資格 

①  製造業、その他地域住民の雇用を優先し地域の発展に寄与することができる企業 

②  工場用地売買契約（以下「売買契約」という。）を締結した日から２年以内に工場の

建設に着手する企業 

③  公害の発生のおそれがなく公害防止施設を有する企業 

 

３．申し込み手続き 

  受 付 場 所 
 岐阜県本巣市文殊３２４番地（本巣市役所本庁舎１階 企画財政課内）

    本巣市土地開発公社事務局 

ＴＥＬ ０５８１－３４－５０２４  ＦＡＸ ０５８１－３４－３２７３ 

 

 

 

  提 出 書 類 

1 分譲申込書（様式１） 

2 企業概要書（様式２） 

3 事業計画書（様式３） 

4 損益実績及び利益計画（様式4） 

5 法人登記簿謄本 

6 定款 

7 前３期分の決算関係書類 

     （決算書・貸借対照表・損益計算書） 

8 最近２年間の納税証明書（法人税・固定資産税） 

 

  提 出 部 数   正本１部  副本（写し）２部 

 

４．分譲の決定 

申込書に基づき、企業調査（企業訪問含む）及び事業内容等を審査し、本巣市企業誘

致促進審議会の意見を聴き、本巣市土地開発公社理事会で可否の決定をします。 



 

５．売買契約の締結 

売買契約の締結に要する費用は譲受人の負担とします。 

 

６ 売買代金の支払いと土地の引き渡し 

① 売買契約締結の日から１５日以内に契約金額の２０％の額を手付金として土地開発

公社に支払っていただきます。残額については、所有権移転の準備完了後に納入し

ていただきます。 

② 売買代金等を指定期日までに支払っていただけなかった場合には、支払期日の翌日

から支払日までの日数に応じて、支払うべき金額に対し年３．４％の割合で計算した

金額を遅延利息として支払っていただきます。 

③ 土地は、売買代金の完納後、速やかに引き渡し所有権移転登記を行います。 

 

７ 所有権移転登記 

所有権の移転登記申請は、売買代金の完納後、本巣市土地開発公社が速やかに行

います。尚、登録免許税などこれに要する費用は、譲受人の負担とします。 

 

８ 土地の目的外使用及び転売等の制限 

① 譲り受けた土地については、工場用地以外の用途に使用することはできません。  

② 本契約締結の日から１０年間は、他に譲渡又は転貸はできません。 

③ 譲受人は、工場建設が完了するまでの間に地上権、質権、抵当権その他の権利を設

定しようとする場合は、あらかじめ土地開発公社の承認を受ける必要があります。 

④ 譲受人は、事業計画書を変更しようとする場合は、あらかじめ土地開発公社の承認を

受ける必要があります。 

 

９ 工場の建設義務 

売買契約を締結した日から２年以内に工場の建設に着手していただきます。ただし、事

業計画書変更の承認を得た場合はこの限りではありません。 

 

10 買い戻しの特約及び違約金 

売買契約締結後、１０年間の買い戻しの特約をしていただくと共に、該当事項を登記し、

上記「８ 土地の目的外使用及び転売等の制限」及び「９ 工場の建設義務」に違反した

場合、その他売買契約に違反した場合は、土地の買い戻しをすることができるものとしま

す。 

また、買戻権を行使した場合には、違約金として売買代金の２０%の額を支払っていた

だきます。 



 

11 環 境 保 全 

譲受人は、公害防止に関する諸法令を遵守するとともに、本巣市と公害防止協定を締

結するものとし、環境保全に関して万全の処置を講ずるものとします。万が一、公害が発生

したときは、譲受人の責任と負担において解決を図るものとします。 

12 上  水 

上水は、本巣市上水道より供給されますが、給水申込みは譲受人において行っていた

だきます。 

 

13 排  水 

工場排水及び生活排水は、各敷地内において所定の基準値以下となるよう個別処理

したうえ、排水枡に排水していただきます。 

 

14 電  力 

当団地には電力の引込み線が各敷地に設置されております。なお、受電申込みは譲受

人において行っていただきます。 

 

15 通信インフラ 

光ケーブル及び同軸ケーブルによるインターネットへの接続も可能となっております。 

 

16 優遇措置等 

立地する企業が一定の条件を具備する場合は、税制面の優遇措置を受けることが出

来ます。詳細については、土地開発公社にお問い合わせ下さい。 

 

17 そ の 他 

① 予定建築物の用途指定…屋井工業団地は開発許可条件により工場の用途となりま

す。 

② 遵守及び容認事項…県の開発関係法令、建築基準法等関係法令を遵守し工場建設

にあたるものとします。その他、電力等の供給のため分譲用地内に電柱等を設置する

ことについて容認をして頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 申し込みから引き渡しまでの手続き 

 

申し込み 分譲期間中、申し込みを受付します。 

 

審  査 
企業審査（企業訪問を含む。）を行います。 

本巣市企業誘致促進審議会において審査します。 

 

決  定 
本巣市土地開発公社理事会において分譲を決定します。 

申し込み企業に文書で結果を通知します。 

 

協定書の締結 
進出企業には直ちに「企業立地協定書」及び「公害防止協定書」を締結し

ていただきます。 

 

売買契約書の締結 「工場用地売買契約書」を締結していただきます。 

 

売買代金の授受 
契約締結後、１５日以内に契約金額の２０％を支払っていただきます。残額

については、所有権移転の準備完了後に支払っていただきます。 

 

土地の引き渡し   

（所有権移転登記等） 

売買代金の完納後、土地開発公社が所有権移転登記の手続きを行いま

す。登録免許税等の諸費用は、進出企業の負担となります。 

 

 

19 問い合わせ先 
  

   本巣市土地開発公社 事務局 

   〒５０１－１２９２  岐阜県本巣市文殊３２４番地（本巣市役所本庁舎１階 企画財政課内） 

          電話  ０５８１－３４－５０24（直通） 

          FAX   ０５８１－３４－３２７３ 

 


